
 

 

秋田県農業法人インターンシップ実施要領 

 

（公益社団法人秋田県農業公社） 

 

１ 目的 

この事業は、農業に意欲のある社会人等を対象に、秋田県内の農業法人においてインターン

シップを実施することにより、秋田県農業及び農業経営への理解を深めるとともに就農意欲を

高め、移住就農を促進することを目的とする。 

 

２ インターンシップ実施期間 

インターンシップ実施期間は原則として連続した５日間とする。ただし、申込者の希望によ

り、最短２日間から最長１５日間まで実施できるものとする。 

 

３ 参加者の要件 

インターンシップ参加者は原則として次の要件を満たす者であること。 

（１）秋田県で新たに農業を始めたい意欲を有すること。 

（２）就農体験に支障のない健康状態であること。 

（３）受入農業法人及び秋田県農業公社が求める新型コロナウイルス感染予防対策をとり、Ｐ

ＣＲ検査等の実施及び結果の提供に同意する者であること。 

 

４ 参加者の責務 

参加者は、インターンシップ期間中、受入法人の指示に従い誠実に就農体験を遂行するとと

もに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）原則として受入法人の定める就業規則等に準じた勤務により実施するものとする。 

（２）インターンシップ期間中に知り得た受入法人の業務上の機密及び受入法人と取引する顧

客情報等（個人情報含む。）について、他に漏洩してはならない。 

（３）受入法人の信用を害し品位を傷つける行為、インターンシップの目的を逸脱する行為、

その他不道徳な行為、及び不法な行為をしてはならない。 

（４）（１）から（３）が遵守されない場合、インターンシップが中止されることを了承する

ものとする。 

 

５ インターンシップ受入法人の責務 

受入法人は、インターンシップ実施期間中、参加者に対して就農体験を提供するとともに、

次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）農作業手順の説明、実演を行い、実際の作業に当たっては適宜助言・指導を行うものと

する。 

（２）農業機械を運転させる場合や刃物を使用する場合には、事前に操作手順等の指導を行う

など安全対策を講ずること。 

（３）賃金は支払わない。また、参加者の目的は就業体験であるため労働者として扱わない。 

（４）参加者の個人情報を、本人の同意なく公表、利用してはならない。 

（５）（１）から（４）が遵守されない場合、インターンシップが中止されることを了承する

ものとする。 



 

 

６ 参加者滞在経費等の助成 

参加者の滞在経費の一部を秋田県農業公社が負担する。 

なお、宿泊先から就農体験場所までの交通手段は公共交通機関の利用を原則とする。 

 また、参加者が実施前に行うＰＣＲ等検査費用は秋田県農業公社が負担する。 

 

７ インターンシップ申し込み 

インターンシップの申し込みは、秋田県農業法人インターンシップ申込書（様式１）により、

希望する開始日の３週間前までに行うものとする。 

なお、申込者多数の場合、年度途中で募集を締め切ることがある。             

 

８ 参加者の選考 

秋田県農業法人インターンシップ申込書（様式１）を基に審査を行い選考し、インターンシ

ップ開始日の２週間前までに受入の可否を連絡する。誓約書（様式２）により参加者の責務に

ついて誓約した者に、インターンシップ参加を認める。 

なお、秋田県農業法人インターンシップ申込書（様式１）及び誓約書（様式２）の写しは受

入法人代表あて提供する。 

 

９ 農業法人インターンシップ参加者の受入先の決定 

秋田県農業法人インターンシップ申込書（様式１）を基に参加者の希望する内容、地域に合

致する受入法人と調整のうえ、受入先を決定する。 

 

１０ インターンシップ終了後の報告 

参加者は、インターンシップ終了後、秋田県農業法人インターンシップ実施報告書（様式５）

の実施報告書により報告をし、確認を受けるものとする。 

 

１１ 農業法人インターンシップ受入法人の登録 

県内農業法人あてに公募を行い、秋田県農業法人インターンシップ受入申請書（様式３）に

よる申請があり、承諾書（様式４）により受入法人の責務を承諾した農業法人を農業法人イン

ターンシップ受入法人として登録し、参加希望者及び関係機関に情報提供する。 

なお、受入法人から登録取り下げの申し出があった時には登録を削除する。 

 

１２ 傷害保険等の加入 

インターンシップ期間中の事故等に備えた傷害保険等の加入は秋田県農業公社が行う。 

参加者は、期間中に発生した事故等について、受入法人に対し損害賠償その他一切の請求を

行わないものとする。 

 

１３ その他 

この要領のほか、事業を遂行するために必要な事項は、秋田県農業公社が別途定める。 

 

 



 

 

 

附則 

この要領は平成３１年４月１日から施行する。 

この要領は令和３年４月１日から一部を改正して施行する。 

この要領は令和４年４月１日から一部を改正して施行する。 



 

 

 
秋田県農業法人インターンシップ実施にあたっての留意事項 

 

 

秋田県農業法人インターンシップの実施は、実施要領のほかに次の留意事項により行う

ものとする。 

 

１ 参加者の要件 

一部要件を満たさない者から秋田県農業法人インターンシップ申込書（様式１）によ

り申込があった場合、就農意欲等考慮した審査を経て参加を認めることができるものと

する。ただし、要件を満たすものが優先である。 

また、未成年者からの申込については保護者の同意を得るものとする。 

 

２ インターンシップに要する滞在経費等負担 

秋田県農業公社が負担する滞在経費は、宿泊代及び宿泊先から就農体験場所までの交

通費等とする。期間中、居住地から通う場合は、居住地から就農体験場所までの往復の

交通費とする。 

交通手段は公共交通機関の利用を原則とするが、困難な地域の場合、タクシー等の利

用も可能とする。 

また、参加者が実施前に行うＰＣＲ等検査費用は秋田県農業公社が負担するが、検査

に係る交通費等は自己負担とする。 

 

３ 宿泊先 

宿泊先は秋田県農業公社が参加者と相談して確保する。 

 

４ 所持品 

服装・靴は作業に適するものを参加者が持参する。 

健康保険証、振込先口座の分かる通帳のコピーを持参する。 

 

５ その他 

受入先決定後は、受入法人、参加者間で直接連絡を取ることは可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


